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「適正化指針 の全体像「適正化指針」の全体像

情報 公表（ 札契約に係る情報は基本的に公表）

１．透明性の確保 ４．ダンピング受注の防止

赤字：今回の主な改正箇所

情報の公表（入札契約に係る情報は基本的に公表）
第三者の意見を適切に反映する方策（学識経験者等か
らなる入札監視委員会等の第三者機関の設置 等）

予定価格の適正な設定（歩切りの禁止 等）

入札金額の内訳書の提出

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用

不採算受注の受注強制の禁止

一般競争入札の適切な活用（メリットとデメリットを
踏まえ対象工事の見直し等により適切に活用 等）

不採算受注の受注強制の禁止

低入札価格調査の基準価格等の公表時期２．公正な競争の促進

５ 適正な施工の確保
踏 対象 事 見 等 り 切 用 等）
総合評価落札方式の適切な活用（工事の性格等に応じ
適切に活用、事務量の軽減 等）
地域維持型契約方式（一括発注、複数年度契約、共同
企業体等への発注 等）

施工状況の評価

受発注者間の対等性の確保（適切な契約変更等）

５．適正な施工の確保

企業体等への発注 等）
適切な競争参加資格の設定（暴力団関係業者や社会保
険等未加入業者の排除、地域要件の設定 等） 等

施工体制の把握の徹底（工事施工段階における監

督・検査の確実な実施、施工体制台帳の活用等）

３ 談合そ 他 不正行為 排除

談合情報や一括下請負等建設業法違反への適切な対応
不正行為が起きた場合の厳正な対応
談合に対する発注者の関与の防止（職員への不当な働

不良・不適格業者の排除（暴力団関係業者や社会

保険等未加入業者の排除 等）

３．談合その他の不正行為の排除 ６．その他

談合に対する発注者の関与の防止（職員への不当な働
きかけ等が発生しにくい入札契約手続の導入 等）

等

保険等未加入業者の排除 等）

ＩＴ化の推進

発注者間の連携強化 等
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「適正化指針 の改正のポイント

１．ダンピング対策の強化 （下線部：今回改正により追加される部分／赤字：ポイント）

「適正化指針」の改正のポイント

低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除を図るものと
する。

→本規定を根拠として、低入札価格調査制度等を未導入の地方公共団体に対し、その導入等を要請

２．歩切りの根絶

ダンピング受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、
安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど建設工事の担い手の育
成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止するとともに、適正な金額
で契約を締結することが必要。
そのためには、まず、予定価格が適正に設定されることが必要。
このため、予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案
し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、実際の施工に要する通常妥当な経費につ
いて適正な積算を行う。
この適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては、公共工事品質確保法第７条第１項
第１号の規定に違反することから、これを行わないものとする。

→歩切りについては調査を実施し、疑わしい地方公共団体等に個別に説明聴取。必要に応じ個別発注者
名を公表すること等により、改善を促進
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３ 適切な契約変更の実施 （下線部：今回改正により追加される部分／赤字：ポイント）３．適切な契約変更の実施

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について
予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図
書の変更を行う。

（下線部 今回改 り追加 れる部分／赤字 イ ）

工事内容の変更等が必要となり、工事費用や工期に変動が生じた場合には、施工に必要な費用や工期が適切に確保され
るよう、必要な変更契約を適切に締結する。
追加工事又は変更工事が発生したにもかかわらず書面による変更契約を行わないことや、受注者に帰責事由がないにも
かかわらず追加工事等に要する費用を受注者に一方的に負担させることは、建設業法第１９条第２項又は第１９条の３
に違反するおそれがあるため、これを行わないものとする。

４．社会保険等未加入業者の排除

公平で健全な競争環境を構築する観点からは、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契
約の相手方とすることが重要。
法令に違反して社会保険等に加入していない建設業者（社会保険等未加入業者）について 公共工事の元請業者から排

①元請業者からの社会保険等未加入業者の排除

法令に違反して社会保険等に加入していない建設業者（社会保険等未加入業者）について、公共工事の元請業者から排
除するため、定期の競争参加資格審査や個別工事の競争参加資格の設定等で、必要な措置を講ずる。

元請業者に対し社会保険等未加入業者と 契約締結を禁止す とや 社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許

②下請業者からの社会保険等未加入業者の排除

元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止することや、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許
可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図る。

５ 談合防止策の強化５．談合防止策の強化

各省各庁の長等は、予定価格の作成時期を入札書の提出後とするなど外部から入札関係職員に対する不当な働きかけ又
は口利き行為が発生しにくい入札契約手続を導入すること等により不正行為の発生しにくい環境の整備を進める。


